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第二次試験 
 

要件：実務従事１５日以上 
中小企業者に対する診断助言業務に従事 

または 
登録実務補習機関が行う実務補習の受講 

中小企業大学校東京校の中小企業診断士養成課程受講修了 
または 

登録養成機関が行う中小企業診断士登録養成課程受講修了 

合格 

経済産業大臣が登録簿に登録 
（登録有効期間：５年間） 
 
登録後、 
「中小企業診断士登録証」交付 
 
氏名、登録番号、登録日を官報
公示 

登録 
申請 

更新登録 
要件：以下の要件の両方を満たすこと 
 
・専門知識補充要件：理論政策更新研修受講等５回以上 
・実務従事要件：診断助言業務に従事等30日以上 

経済産業大臣が登録簿に更新登録 
（有効期間：５年間） 
 
更新登録後、「中小企業診断士登録証」交付 

更新登録 
申請 

休止の申請 
（更新登録の特例） 

５年間の有効期間内に休止申請することにより、 
１５年間を限度に診断助言業務の休止ができる 
 
 
経済産業大臣が登録簿に申請年月日を記載 
「中小企業の経営診断の業務再開の申請可能 
証書」交付 

再開の申請 
（更新登録の特例） 

要件：申請日の前３年以内で 
・専門知識補充要件 ：理論政策更新研修受講等５回以上 
・実務従事要件 ：診断助言業務に従事等15日以上 
 
経済産業大臣が登録簿に申請年月日を記載 
（再開後の有効期間：休止時における有効期間の残期間） 
「中小企業診断士登録証」交付 

要件：実務従事のみ 
：診断助言業務に従事等15日以上 
 
経済産業大臣が登録簿に更新登録 
（有効期間：５年間） 
更新登録後、 
「中小企業診断士登録証」交付 

再開後最初の更新登録 
（更新登録の特例） 
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